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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【公開番号】特開2007-93900(P2007-93900A)
【公開日】平成19年4月12日(2007.4.12)
【年通号数】公開・登録公報2007-014
【出願番号】特願2005-282007(P2005-282007)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/30    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月26日(2008.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的な異方性を有し、互いに直交する偏光状態の光線を分離して射出する光学素子で
あって、波長５３０ｎｍにおいて、常光線に対する屈折率をｎｏ、異常光線に対する屈折
率をｎｅ、該光学素子の光学軸の方向と入射面法線との成す角度をθ、該光学素子の入射
面に垂直入射した光線が互いに直交する偏光状態の光線として分離するときの分離角度が
最大となる光学軸の方向と入射面法線との成す角度をθｍａｘとするとき、
　０．１＜｜ｎｅ－ｎｏ｜
　θｍａｘ＜θ
なる条件を満足することを特徴とする光学素子。
【請求項２】
　前記光学素子は、樹脂製フィルム又は、入射光束の波長よりも短い格子を一定のピッチ
で配列した一次元周期構造体より成ることを特徴とする請求項１の光学素子。
【請求項３】
　互いに直交する偏光状態の光線を分離して射出する光学素子であって、該光学素子を構
成する材料はニオブ酸リチウムであり、該ニオブ酸リチウムの光学軸の方向と入射面法線
との成す角度をθとするとき、
　５０°＜θ＜６０°
なる条件を満足することを特徴とする光学素子。
【請求項４】
　互いに直交する偏光状態の光線を分離して射出する光学素子であって、該光学素子を構
成する材料は水晶であり、該水晶の光学軸の方向と入射面法線との成す角度をθとすると
き、
　５１°＜θ＜６１°
なる条件を満足することを特徴とする光学素子。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項の光学素子と、固体撮像素子を有し、該固体撮像素子の
光入射側に該光学素子を設けたことを特徴とする撮像部材。
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【請求項６】
　撮像光学系によって得られる像を光電変換するための請求項５に記載の撮像部材とを有
することを特徴とする撮像装置。
【請求項７】
　光学的な異方性を有する光学素子と、撮影光学系によって形成された像を、該光学素子
を介して受光する固体撮像素子とを有する撮像装置であって、波長５３０ｎｍにおいて、
常光線に対する屈折率をｎｏ、異常光線に対する屈折率をｎｅ、該光学素子の光学軸の方
向と入射面法線との成す角度をθ、該光学素子の入射面に垂直入射した光線が互いに直交
する偏光状態の光線として分離するときの分離角度が最大となる光学軸の方向と入射面法
線との成す角度をθｍａｘ、入射面法線方向の厚さをｔ、該固体撮像素子の光線の分離方
向の画素ピッチをＰとするとき、
　０．０２≦｜ｎｅ－ｎｏ｜
　θｍａｘ＜θ
　Ｐ／ｔ＜０．０３５
なる条件を満足することを特徴とする撮像装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の光学素子は、
◎光学的な異方性を有し、互いに直交する偏光状態の光線を分離して射出する光学素子で
あって、波長５３０ｎｍにおいて、常光線に対する屈折率をｎｏ、異常光線に対する屈折
率をｎｅ、該光学素子の光学軸の方向と入射面法線との成す角度をθ、該光学素子の入射
面に垂直入射した光線が互いに直交する偏光状態の光線として分離するときの分離角度が
最大となる光学軸の方向と入射面法線との成す角度をθｍａｘとするとき、
　０．１＜｜ｎｅ－ｎｏ｜
　θｍａｘ＜θ
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　◎互いに直交する偏光状態の光線を分離して射出する光学素子であって、該光学素子を
構成する材料はニオブ酸リチウムであり、該ニオブ酸リチウムの光学軸の方向と入射面法
線との成す角度をθとするとき、
　５０°＜θ＜６０°
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　◎互いに直交する偏光状態の光線を分離して射出する光学素子であって、該光学素子を
構成する材料は水晶であり、該水晶の光学軸の方向と入射面法線との成す角度をθとする
とき、
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　５１°＜θ＜６１°
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　本発明の撮像装置は、
　◎光学的な異方性を有する光学素子と、撮影光学系によって形成された像を、該光学素
子を介して受光する固体撮像素子とを有する撮像装置であって、波長５３０ｎｍにおいて
、常光線に対する屈折率をｎｏ、異常光線に対する屈折率をｎｅ、該光学素子の光学軸の
方向と入射面法線との成す角度をθ、該光学素子の入射面に垂直入射した光線が互いに直
交する偏光状態の光線として分離するときの分離角度が最大となる光学軸の方向と入射面
法線との成す角度をθｍａｘ、入射面法線方向の厚さをｔ、該固体撮像素子の光線の分離
方向の画素ピッチをＰとするとき、
　０．０２≦｜ｎｅ－ｎｏ｜
　θｍａｘ＜θ
　Ｐ／ｔ＜０．０３５
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　本実施例の光学素子は、入射光が出射するとき、互いに直交する偏光状態の光線で分離
した光線とする光学的な異方性を有し、波長５３０ｎｍにおいて、常光線に対する屈折率
をｎｏ、異常光線に対する屈折率をＮｅ、光学素子の光学軸の方向と入射面法線との成す
角度をθ、光学素子の入射面に垂直入射した光束が互いに直交する偏光状態の光束として
、分離屈折するときの、分離角度が最大となる光学軸の方向と入射面法線との成す角度を
θｍａｘ、入射面法線方向の厚さをｔ、固体撮像素子の光束の分離方向の画素ピッチをＰ
とするとき、
　０．０２≦｜ｎｅ－ｎｏ｜・・・（３）
　θｍａｘ＜θ・・・・（４）
　Ｐ／ｔ＜０．０３５・・・・（５）
を満足している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
　図２３において、１０１は交換可能な撮影レンズ（撮影光学系）、１０２は回転ミラー
（クイックリターンミラー）であり、一部がハーフミラー面となっており、回転軸１０２
ａ中心に回動している。１０３はピント板（焦点板）であり、その面上には撮影レンズ１
０１によって被写体像が形成される。１０４はペンタプリズム（像反転部材）であり、ピ
ント板１０３に形成された被写体像を正立正像としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　１２６は光学素子である。１０７は像を受光する固体撮像素子である。１０９は画像処
理部であり、固体撮像素子１０７からの信号を処理し、画像情報を得ている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　一方撮影時は回転ミラー１０２及びサブミラー１０６が一体的に回動して撮影回路から
退避する。そして撮影レンズ１０１からの自然光が光学素子１２６に入射し、所望のボケ
をもって光学素子１２６を射出し、撮像素子１０７面上に被写体像が撮像される。撮像さ
れた像は電気信号に変換され（光電変換され）、画像処理部１０９でデジタル画像処理さ
れ図示していない記憶メディアに記憶される。
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